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ID: 0428 

担当部署: 経済観光部 観光政策課 

処分の概要 使用料の徴収 

例 規 名 

根 拠 条 項 
長門市津黄龍宮の潮吹交流施設条例 第10条 

例 規 番 号 平成29年条例第22号 

【根拠条文】 

(使用料) 

第10条 交流施設の使用料は、別表第2及び別表第3に掲げる基準額に相当する額とし、市が徴収

するものとする。  

2 既納の駐車料金は、返還しない。 

【基準】 

根拠条文及び別表第 2 並びに別表第 3 による。 

別表第 2(第 10 条、第 17 条関係)  

交流施設名 基準額 

交流館の交流スペース 1 箇月につき 1 平方メートル当たり 1,200 円 

交流広場 1 日につき 3,000 円 

備考 

1 光熱水費等は、別に実費を徴収する。 

2 使用期間に 1 月未満の端数があるときは、その端数期間は、1 月として計算する。 

3 使用面積に 1 平方メートル未満の端数があるときは、その端数面積は、1 平方メー

トルとして計算する。 

別表第 3(第 10 条、第 17 条関係)  

交流施設名 車両の種類 基準額 

第 1 駐車場 自動精算機内 普通自動車 1 時間につき 300 円 

自動精算機外 原動機付自転車及び自動二輪車 1 時間につき 100 円 

上記以外の車両 1 時間につき 1,500 円 

第 2 駐車場 普通自動車 1 時間につき 300 円 

備考 

1 車両の種類は、道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号）第 3 条及び道路交通法施行

規則（昭和 35 年総理府令第 60 号）第 2 条の表に規定する種類をいう。 

2 使用時間に 1 時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1 時間として計算す

る。 
 

備考  

指定管理者による利用料金制度を適用しているため、適用なし 

設 定 年 月 日  令和 2 年 4 月 1 日 最終変更年月日   

 


